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第４号様式（第８条関係） 

 

議 事 録 

会議名 平成21年度第1回さむかわ男女共同参画プラン推進協議会 

日 時 平成21年10月29日（木）午後1時30分 開催形態 公開 

場 所 寒川町役場東分庁舎2階第2会議室 

出席者 

委員：寺本委員、吉岡委員、布谷委員、橋本委員、片岡委員、 

大槻委員、中島委員、本松委員、小栗委員、長谷川委員、

中村委員、上野委員、佐藤委員 

事務局：須藤町民環境部長、木内町民課長、山口主査、 

亀井主任主事 

（欠席：入澤委員） 

議 題 
１ 会長、副会長の選出 

２ 今後の進め方について 

決定事項 

１ 会長に寺本偕子委員、副会長に片岡理智委員を選出 

２ 今後の進め方についての確認事項 

  委員から出た要望等は事務局で用意し、次回提示 

（プラン改定から今までの状況分析、実績、ない場合は、その判断

材料が出せるような内容の資料、子育て支援等の関連資料、庁内

の組織図） 

 

議  事 

１ 会長、副会長の選出 

事務局  さむかわ男女共同参画プラン推進協議会設置要綱に基づ

き、会長、副会長の選出をお願いしたいと思う。選出方法

についてはどうするか。立候補の方はいられるか。 

～立候補なし～ 

立候補がないので推薦としたい。どなたか推薦をお願いし

たい。 

委員   寺本委員を推薦したいがどうか。 

事務局  寺本委員をとの推薦だが、他にいかがか。 

       ～他に推薦者なし～ 

それでは寺本委員に会長をお願いすることで、賛成の方は

拍手をお願いしたい。 

       ～承認の拍手～ 

それでは寺本委員よろしくお願いする。 

次に副会長の選出だが、立候補の方はいられるか。 

～立候補なし～ 

それではどなたか推薦をお願いしたい。 

委員   初めてでない方に経験を活かしていただきたい。 

事務局  初めてでない方とのご意見だが、どなたか推薦願いたい。 
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～推薦なし～ 

公募の委員には、応募時に「男女共同参画社会に向けて」

という作文を書いていただいており、この中で参画社会実

現についての思いを伝えていただいているこの 3名の中で

どうか。どなたか推薦なり、立候補していただけないか。 

委員   プランを知っている方にお願いしたい。こういう事に関わ

っているということで片岡委員にお願いできないか。 

委員   他市等のプランには関わっているが、寒川の独自性を出す

なら寒川在住の人がいいと思う。中村委員はいかがか。 

委員   プランには関わっていない。経験も不足しているので、ど

うか他の人を。 

委員   前回の策定に関わられ、寒川在住の方はいられるか。 

事務局  大槻委員はいかがか。 

委員   私は委員だったが、寒川に住んでいない。出来れば住民の

方がいいと思う。 

事務局  プランの改定の時期を迎えていて色々な部分で指導、アド

バイスいただくことを考え片岡委員に副会長をお願いでき

ないか。 

委員   了解した。 

事務局  拍手をお願いしたい。 

～承認の拍手～ 

     正副会長が決まったので、それぞれの席に移動をお願いし

たい。なお、ここで正副会長から就任のあいさつをお願い

したい。 

    ～正副会長あいさつ～ 

事務局  正副会長よろしく。ここからの進行は会長にお願いした

い。 

 

２  今後の進め方について 

会長   議事２の今後の進め方について、事務局より説明をお願い

する。 

事務局  今後の進め方について資料 3、改定スケジュール（案）に

基づき説明。 

本日が第 1回の推進協議会。次回の開催は 12 月を予定し、

2回目ではアンケート調査の調査項目について確認をして

いただきたい。 

アンケート調査については単独の調査ではなく、町が隔年

で実施しているすみよいまちづくりアンケートの中に調査

項目を設け、実施していきたいと考える。また、第 2回の

推進協議会では、現行プランの実施計画の内容の検証につ

いての報告も行っていきたい。そして、第 3回の推進協議

会は 3月に予定している。3回目では、すみよいまちづく
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りアンケートの集計もできているので、事務局において骨

子案の作成作業を進めておき、3月の推進協議会で骨子の

確定までできたらと考えている。 

平成 22 年 4 月以降の流れは、素案の確定作業を 8月まで

に、11 月にはパブリックコメント（以下パブコメという）

を実施したい。翌 23 年 1 月にパブコメの結果を反映しなが

ら最終の素案の作成、3月に内容の確定、公表をする流れ

を考えている。推進協議会に関しては、プラン改定の進捗

状況に応じて適宜開催。同時に庁内連絡会という職員が集

まる会議も随時行っていきたいと考えている。 

会長   すみよいまちづくりアンケートは隔年と言っているが、今

年がその実施する年か。 

事務局  そのとおり。1月 1日現在、寒川町に住んでいる住民を対

象とし、今までの例で言うと町民 3000 名を無作為抽出によ

り対象者として拾い出し、アンケートを発送し回答しても

らう。回答率は今までの結果で、45％前後となっている。

今回、男女共同参画だけのアンケートではないので項目数

は 5つくらいと考えている。 

副会長  アンケートの 5項目について伺いたい。5項目については

隔年で行っているのか、これまでも男女共同参画について

のアンケートが行われてきたのか。 

事務局  以前のプランを策定した時は男女共同参画だけのアンケー

トを行っている。 

副会長  それは平成 12 年の時か、18 年の時か。 

事務局  12 年の時。まちづくりアンケートの項目では男女共同参画

の関係で一度、2項目だけ実施したが、毎回あるものでは

ない。今回は特にプラン策定の時期のため 5項目の予定で

いる。 

事務局  アンケート調査は隔年で 3000 人を対象に実施している。今

回は当課がアンケート調査の担当課でもあるため、男女共

同参画プランについての関係を厚くしようと考えている。 

委員   無作為と聞いたが、男女比や年代などのちらばりはどうな

っているか。 

事務局  無作為とあるが、年代別の構成比率は均等になっている。

男女別の比率はない。 

委員   このスケジュールでは、調査実施を確認し、アンケートの

結果報告がないまま素案の作成が出来上がることになる。

時間的に無理だと思う。国においては、平成 17 年に第二次

の基本計画が出来上がり、平成 23 年に全面改定ということ

で検討会を実施しているが、このスケジュールでは国の動

きが全然入らない。何を重点的にするか、国の動きも踏ま

える必要があると思う。調査をして検証し、国の動き、県
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の動きを加えていく必要があると思う。このスケジュール

ではいかがなものか。 

事務局  事務局も厳しいと認識をしている。しかし、現行プランが

平成 22 年度で計画期間を終了してしまうため、23 年度か

らの計画をスピード感に十分配慮しながら作っていきたい

と思う。 

会長   推進協議会の回数は 3回の予定で進めていくのか。 

事務局  今年度は 3回くらいを考えている。なお、今期の委員には

改定内容を中心に議論していただきたいということで、今

回はプラン改定に伴う今後のスケジュール（案）を出し、

修正すべき所は修正し次回に再度提示していきたいと考え

ている。回数も含めてこの場で議論をしていただきたい。 

委員   平成 23 年 1 月までが大きな目標か。 

事務局  町では、住民参加のまちづくりを目指し、寒川町自治基本

条例を施行している。この中で寒川町パブリックコメント

手続に関する規則を定めており、この手続きを 11 月を目安

に実施していこうということで、このスケジュールとなっ

ている。 

委員   素案が確定しないで骨子案を作るというのはいかがか。 

事務局  骨子案では計画の骨子、計画期間や計画の基本的な考え方

等を整理するとことまでを考えている。 

委員   男女共同参画社会ということで男女とあるが、女性を中心

にしたものと考えてよろしいか。また、ここでいう女性と

は、寒川町に住んでいる女性を対象ということで基本的に

よろしいか。 

事務局  プランの中身を見ると女性中心と受け取れると思うが、ワ

ークライフバランスという言葉があるように、例えば、男

性も女性の家事を理解するということが進んでいる。次回

のプランにこの辺りを盛り込んでいきたいと思う。また、

ここにある女性とは、実施計画を考えると寒川を中心にし

た女性ということになる。 

委員   寒川全体の人口が 47000 人で、女性が何人いるなど、人口

構成などの資料はどこかに書いてあるか。 

事務局  プランの中にはないので、次回までに用意する。 

副会長  議会にかけられるのは平成 23 年 3 月を予定しているか。 

事務局  3 月を予定している。ただし、審議した内容については随

時報告をしていく。 

会長   スケジュールの流れ、時間的な配分、着実に実行していく

ためのスケジュールで無理がないかどうか。いかがか。 

委員   アンケートなどは実施した方がいいと感じた。また、流れ

をどうするのか。4月から回数重ねていかないとプランは

作れないと痛感した。寒川のプランが、どこを補って町民
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に知らせなくてはいけないか。具体的にどんな方向性でい

くか。町が中心だと思うが、事業所などに何パーセントく

らい目標が立てられるか。私はいいと思うが無理なのか。 

事務局  庁内に関係課を集めた連絡会を今後立ち上げ、連絡会議と

推進協議会をうまくリンクしていき、連携をとりながら改

定作業を進めたいと思う。 

委員   計画というのは作って終わりではなく、いかに推進してい

くかが一番大事だと思っている。このプランができた後、

今日まで、どんな流れで進めてきたのか。その資料を次回

出していただき、検証していけば冊子を作ることはできる

と思う。次回は資料を出してほしいと思う。 

会長   現在までの状況について、分析や検証したものを、次回の

会議に提示、説明していただくということでよろしいか。 

委員   雇用の問題や子育ての問題など、寒川町自体の具体的なア

ンケートはあるか。 

事務局  これから連絡会を開催し、現状認識、把握を行い、どうい

う調査が行われているのかを確認しながら、資料として提

示できればと考えている。意向調査の結果等があったら次

回提示したいと思う。 

委員   平成 18 年 3 月にこの行動計画を作成した後に、こういう会

議が全くない。途切れていたのか。2年ごとにメンバーが

替わっても継続しているのかという感じもあるが。 

事務局  途切れた期間はある。今後は積極的にやりたいと思う。 

委員   推進協議会でプランを作り、これについてどうか、という

資料は現在ないということでよろしいか。 

事務局  事業に対しての実態的な調査などは、次回提示したいと思

う。 

委員   町民に対しての実施結果の報告をプラン上に位置づけてお

くべきで、次回プラン作成の時には入れておくといいと思

う。 

事務局  住民に対し、説明責任があるので、やっていくべきと考え

ている。 

副会長  この協議会は一般町民に公開はされているのか。 

事務局  公開している。開催も広報に掲載し、傍聴席も用意してい

る。 

副会長  傍聴者がいることもあるのか。 

事務局  会場の都合で制限もあるが、傍聴を認め、その環境は整え

ている。自治基本条例で審議会等の会議の公開に関する規

則も 9月 1日付けで施行しており、進行管理についても、

町民等へのアナウンスをしていきたいと思う。 

委員   前回のプランは理念の話が多く、具体的な目標や数値目標

等をこの中に盛り込んでいき、何年かごとに必ず見直すこ
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とを新しいプランでもやっていかなくてはいけないと思

う。期日も迫っているので、早く資料を提示してもらい、

検討し、議論が出来る形を取れば、短い期間でも、充実し

て話し合いが出来るのではないかなと思う。 

会長   出来るだけ詳細な資料を提示して、実効性のある発言、話

し合いをした方がいいと思う。 

事務局  事前配布に努めていく。 

事務局  実施計画は細かい数字を出してない。今までの実績も含め

て次回の会議ではプランに対しての絵柄が作れると思って

いる。 

副会長  実施計画書があるということは、毎年、報告書もあるの

か。 

事務局  計画書は作ったが、推進会議を作っていないので報告はし

ていない。 

副会長  実施計画書と分かる部分の報告をいただくこと、国のデー

タだけではなく、町の管理職が１０％になったとか、分か

るデータがあれば、次回提示してほしい。 

会長   色々な要望が出ているが、委員から出た要望等は、事務局

で用意し、次回に提示していく。内容としてはプラン改定

から今までの状況分析、実績、ない場合には、その判断材

料が出せるような内容の資料、子育て支援等の関連資料、

庁内の組織図でよいか。 

資料については、事前配布でお願いしたい。 

 

その他事務連絡 

◇先ほど、次回開催は 12 月と説明したが、次回までに用意する資料

等を勘案すると、開催は 1月の予定としたい。会長と日程調整後

に通知する。 

 

午後 3時 20 分閉会 

 

議事以外の部分に関する記録 

＜委嘱状交付＞（5分） 

＜各委員自己紹介、職員自己紹介＞（15 分） 

＜議事録承認委員について＞（15 分） 

資  料 

○第二次さむかわ男女共同参画プラン 

○さむかわ男女共同参画プラン推進協議会委員名簿・・・資料１ 

○さむかわ男女共同参画プラン推進協議会設置要綱・・・資料２ 

○「さむかわ男女共同参画プラン」改定スケジュール案・資料３ 

議事録承認委員及び

議事録確定年月日 
出席委員全員により承認（平成２１年１１月２６日確定） 
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